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 この規程は、受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領第９

に規定する低入札価格調査に該当する落札候補者の辞退に対する事務処理手続を定

めたものである。 

 

（落札候補者辞退届の提出） 

第１ 低入札価格調査に該当する落札候補者は、次の各号に該当する場合は、落札候

補者を辞退することができるものとする。 

(1) 入札参加資格要件審査書類の提出までに落札候補者辞退届（様式１）を発注

機関の長に提出していること。 

(2) 建設工事に係る受注希望型競争入札実施要領第 19 又は建設コンサルタント

等の業務に係る受注希望型競争入札実施要領第 19 に規定する審査の結果入札

参加資格要件を満たしていること。 

 

（落札候補者の辞退の承認） 

第２ 発注機関の長は、第１の落札候補者辞退届が提出された場合、建設工事に係る

受注希望型競争入札実施要領第 24 又は建設コンサルタント等の業務に係る受注

希望型競争入札実施要領第 24 の審査を行い、入札参加資格要件を満たしている

ことを確認したときは、落札候補者の辞退を承認し、様式２により速やかに落札

候補者に通知するものとする。 

 

（入札参加の制限） 

第３ 第２において落札候補者の辞退を承認された者は、第２の承認通知日から起算

して１年以内に、当該辞退を含め３回以上低入札価格調査に該当する落札候補者

を辞退した場合は、入札に参加できない日の指定を受けるものとする。 

２ 入札に参加できない日の指定を受けた者は、入札参加の制限適用日が入札公告

から落札決定の間に含まれる他の入札案件には、入札できない。 

３ 入札に参加できない日の指定を受けた者が、入札に参加できない日の指定を受 

ける前に他の入札案件に入札していた場合、入札参加の制限適用日が入札公告か

ら落札決定の間に含まれる入札において、当該入札書は不受理、無効又は無効（失

格）とする。 

 

（報告） 

第４ 発注機関の長は、第２の通知をしたときは様式３により速やかに建設部長あて

報告するものとする。 

 

（当該届出者への通知） 

第５ 建設部長は、第４による報告を受け、第３第１項に該当することを確認したと

きは、様式４により当該届出者に通知するものとする。 



 

 

 

（発注機関への周知） 

第６ 建設部長は、第４による報告を受け第３第１項に該当することを確認したとき

は、様式５により速やかに全ての発注機関の長に通知するものとする。 

 

（入札参加資格要件審査への適用） 

第７ 発注機関の長は、第６の通知を受けたときは、受注希望型競争入札の入札参加

資格要件審査において適用するものとする。 

 

（入札参加の制限適用日） 

第８ 入札参加の制限適用日は、第５の通知を行った日の翌日とする。 

 

（附 則） 

１ この規程は、平成 30 年 4 月 1 日以降の入札公告から適用する。 

２ 契約後確認調査に該当する落札候補者の辞退に対する事務処理規程は、廃止する。 

（附 則） 

この規程は、平成 31 年 4 月 1 日以降の公告案件から適用する。ただし、建設コン

サルタント等の業務については、経過措置として、第３条の規定は、平成 32 年３月

31 日までの間、適用しない。 

（附 則） 

この規程は、令和２年４月１日以降の公告案件から適用する。 

 

 



低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について    

 受注希望型競走入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領に定める低入札低入札低入札低入札

価格調査価格調査価格調査価格調査の対象となった場合、落札候補者の辞退落札候補者の辞退落札候補者の辞退落札候補者の辞退を認めます。 

 ただし、１回目の辞退から１年以内に３回以上辞退したときには、入札参加制限

（※）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入札参加制限････適用を通知した日の翌日が、「入札公告日から落札決定日の間」に含まれ

ている他の公告案件には応札することができない制限。 

落札候補者辞退の流れ 

入 札 

落札候補者決定 

（低入札価格調査該当） 

次の場合に落札候補者の辞退を認める。次の場合に落札候補者の辞退を認める。次の場合に落札候補者の辞退を認める。次の場合に落札候補者の辞退を認める。    

① 落札候補者通知書に、低入札価格調査該当予定の

旨が記載されている。 

② 入札参加資格要件を満足している（適正な入札参

加要件審査書類を提出する）。 

③ 入札参加資格要件審査書類の提出までの間に「落

札候補者辞退届」を発注機関の長に提出する。 

④ 発注機関の長が、辞退を承認する。 

低入札価格調査 

辞退承認（落札候補者辞退届辞退承認（落札候補者辞退届辞退承認（落札候補者辞退届辞退承認（落札候補者辞退届

を提出した場合を提出した場合を提出した場合を提出した場合））））    

受けない 

低入札価格調査を受けない 

入札参加資格要件 

審査書類提出 

入札参加資格

要件審査 

無効（失格） 

虚偽の記載、書類不提出、技術者不配置、

故意の書類不備等は入札参加停止となる。 

同種工事実績、配置技術者要件違反は入札

参加制限を行う。 

不適合 

適合 

２日以内 落札候補者辞退届提出落札候補者辞退届提出落札候補者辞退届提出落札候補者辞退届提出    

契約締結 

落札決定 

1 年以内に、３回以上辞退した

場合は入札参加制限 

受ける 



（様式１） 

落 札 候 補 者 辞 退 届 

 

令和  年  月  日 

 

 

 （発注機関の長） 様 

 

 

住 所             

商号又は名称             

代 表 者 氏 名             

 

 

 当社が落札候補者となった下記工事（業務）について、落札候補者を辞退したいの

で、届出します。 

 

記 

 

１ 工事（業務）名等 

 

   (1) 工事(業務)名 

 

   (2) 箇所名 

 

 

 ２ 落札候補者通知日   令和  年  月  日 

 

 

 ３ 辞退理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２） 

○○第○○号 

令和  年（  年） 月  日 

 

 

  落 札 候 補 者 様 

 

 

発 注 機 関 の 長     

 

 

低入札価格調査に該当する落札候補者の辞退について（通知） 

 

令和  年  月  日付けで届出がありました落札候補者の辞退について、承認

します。 

 

記 

 

１ 工事（業務）名等 

 

   (1) 工事(業務)名 

   (2) 箇所名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○○ ○○課 

○○ ○（ ） ○○ ○（ ） 

℡ ○○○―○○○○ 

 



（様式３） 

○○第○○号 

令和  年（  年） 月  日 

 

 

建 設 部 長 様 

 

 

発 注 機 関 の 長     

 

 

低入札価格調査に該当する落札候補者の辞退について（報告） 

 

 このことについて、下記の事業者から事務処理規程第１に基づく落札候補者辞退届

の提出があり落札候補者の辞退を承認したので、報告します。 

 

記 

 

 １ 事業者名 

 ２ 代表者名 

 ３ 所 在 地 

 ４ 入札参加許可番号 

 

 ５ 該当工事（業務）名等 

   (1) 工事（業務）名 

   (2) 箇所名 

 

 ６ 落札候補者の辞退承認通知日   令和  年  月  日 

 

 ※落札候補者辞退届（様式１）を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○○ ○○課 

○○ ○（ ） ○○ ○（ ） 

℡ ○○○―○○○○ 



（様式４） 

○○第○○号 

令和  年（  年） 月  日 

 

 

届 出 者 様 

 

 

建 設 部 長     

 

 

入札に参加できない日の指定について（通知） 

 

 このことについて、低入札価格調査に該当する落札候補者の辞退に対する事務処理

規程第３第１項に該当し、下記のとおり入札参加制限を行いますので通知します。 

 

記 

 

 １ 事務処理規程第３第１項に該当する理由 

   (1) １回目の辞退承認通知日   令和  年  月  日 

(2) ２回目の辞退承認通知日   令和  年  月  日 

(3) ３回目の辞退承認通知日   令和  年  月  日 

 

 ２ 入札に参加できない日      令和  年  月  日 

 

 ３ 入札参加制限の内容 

    低入札価格調査に該当する落札候補者の辞退に対する事務処理規程第３第

２項及び第３項のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○○ ○○課 

○○ ○（ ） ○○ ○（ ） 

℡ ○○○―○○○○ 

 

 



（様式５） 

○○第○○号 

令和  年（  年） 月  日 

 

 

発注機関の長 様 

 

 

建 設 部 長     

 

 

低入札価格調査に該当する落札候補者の辞退に対する事務 

処理規程に基づく入札無効事業者について（通知） 

 

 このことについて、下記の事業者は事務処理規程第３第１項の入札に参加できない

日の指定を受ける事業者に該当します。 

 ついては、『適用日が「入札公告から落札決定」に含まれる案件に入札できません』

ので、事務取扱にご留意願います。 

 

記 

 

 １ 事業者名 

 ２ 代表者名 

 ３ 所 在 地 

 ４ 入札参加許可番号 

 

５ 入札に参加できない適用日   令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○○ ○○課 

○○ ○（ ） ○○ ○（ ） 

℡ ○○○―○○○○ 

 

 


